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判例研究

〔
商
法
　
三
五
〇
〕

〔
判
示
事
項
〕

　
設
立
中
の
会
社
に
お
い
て
は
、
た
と
え
創
立
総
会
に
お
い
て
取
締
役
が

選
任
さ
れ
た
後
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
機
関
は
依
然
と
し
て
発
起
人
で
あ
る

か
ら
、
取
締
役
な
い
し
代
表
取
締
役
が
設
立
中
の
会
社
を
代
表
し
て
法
律

行
為
を
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
株
式
会
社
の
発
起
人
は
、
法
定
の

要
件
を
満
た
し
た
財
産
引
受
を
除
い
て
開
業
準
備
行
為
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
発
起
人
の
一
人
が
代
表
取
締
役

と
し
て
締
結
し
た
手
形
取
引
契
約
の
法
律
効
果
が
被
告
会
社
に
及
ぶ
余
地

は
な
い
。

〔
参
照
条
文
〕

　
商
法
一
六
八
条
一
項
六
号
、
五
七
条

〔
事
　
実
〕

　
訴
外
A
、
脇
、
脇
ほ
か
四
名
は
、
昭
和
五
三
年
七
月
一
八
日
、
発
起
人

と
し
て
定
款
を
作
成
し
、
自
ら
設
立
に
際
し
発
行
す
る
と
定
め
ら
れ
た
株

設
立
中
の
会
社
の
発
起
人
の
一
人
が
代
表
取
締
役
と

し
て
締
結
し
た
手
形
取
引
契
約
の
効
力
が
設
立
後
の

会
社
に
及
ば
な
い
と
さ
れ
た
事
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
式
四
万
株
の
う
ち
三
万
九
〇
〇
〇
株
を
引
き
受
け
、
同
月
二
八
日
定
款
の

認
証
を
受
け
た
上
、
訴
外
B
に
対
し
て
一
〇
〇
〇
株
を
割
り
当
て
、
同
日

中
に
す
べ
て
の
払
込
が
完
了
し
て
、
創
立
総
会
を
開
催
し
、
A
、
脇
、
協

ほ
か
一
名
が
取
締
役
と
し
て
選
任
さ
れ
た
。
同
年
八
月
九
日
、
設
立
登
記

が
な
さ
れ
、
㌔
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
設
立
登
記
前
で
あ
る
同

年
八
月
三
日
、
A
は
払
会
社
の
代
表
取
締
役
と
し
て
、
X
協
同
組
合
に
手

形
取
引
約
定
書
を
差
し
入
れ
て
、
以
下
の
内
容
の
手
形
取
引
契
約
を
締
結

し
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
「
ω
本
件
手
形
取
引
契
約
は
、
X
が
脇
会
社

に
対
し
手
形
貸
付
の
方
法
に
よ
り
融
資
し
た
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
。
⑭

遅
延
損
害
金
は
、
一
〇
〇
円
に
つ
き
日
歩
八
銭
の
割
合
と
す
る
。
」
で
あ
る
。

昭
和
五
四
年
一
月
一
〇
日
、
X
は
積
会
社
に
対
し
四
〇
〇
〇
万
を
弁
済
期

同
年
七
月
一
〇
日
の
約
定
で
、
ま
た
同
年
一
月
二
六
日
、
一
億
六
〇
〇
〇

万
円
を
弁
済
期
同
年
七
月
二
六
日
の
約
定
で
そ
れ
ぞ
れ
貸
し
渡
し
た
。

　
X
は
、
当
時
設
立
中
の
会
社
で
あ
っ
た
積
会
社
の
人
的
、
物
的
基
礎
は
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既
に
十
分
確
定
し
て
、
設
立
後
の
会
社
と
実
質
的
に
同
一
で
あ
っ
た
か
ら
、

本
件
手
形
取
引
契
約
の
効
力
は
、
設
立
後
の
凪
会
社
に
対
し
て
も
そ
の
ま

ま
及
ぶ
も
の
と
主
張
し
て
、
脇
会
社
に
対
し
て
は
消
費
貸
借
契
約
に
基
づ

き
、
払
会
社
に
対
す
る
債
務
に
つ
き
連
帯
保
証
契
約
を
締
結
し
た
脇
、
脇

に
対
し
て
は
同
連
帯
保
証
契
約
に
基
づ
き
、
貸
金
二
億
円
お
よ
び
こ
れ
に

対
す
る
弁
済
期
後
の
日
で
あ
る
昭
和
六
〇
年
二
月
一
日
か
ら
支
払
済
ま
で

約
定
利
率
で
あ
る
一
〇
〇
円
に
つ
き
日
歩
八
銭
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害

金
の
連
帯
支
払
を
求
め
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
判
決
は
、
名
会
社
に
は
本

件
手
形
取
引
契
約
の
効
果
は
及
ば
な
い
と
し
、
脇
、
脇
に
対
し
て
は
、
主

債
務
で
あ
る
本
件
手
形
取
引
契
約
に
基
づ
く
㌔
会
社
の
債
務
は
発
生
す
る

余
地
な
し
と
し
た
う
え
で
、
本
件
貸
金
は
本
件
手
形
取
引
契
約
に
基
づ
い

て
さ
れ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
か
ら
、
狛
の
X
に
対
す
る
本
件
貸
金
二
億

円
及
び
こ
れ
に
対
す
る
商
事
法
定
利
率
で
あ
る
年
六
分
の
割
合
に
よ
る
遅

延
損
害
金
の
支
払
を
認
容
し
た
。

〔
判
　
旨
〕

一
部
認
容
。

一
　
「
右
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
A
が
X
に
本
件
手
形
取
引
約
定
書
を
差

し
入
れ
て
本
件
手
形
取
引
契
約
を
締
結
し
た
当
時
、
磧
会
社
は
、
い
ま
だ

設
立
登
記
が
な
さ
れ
て
い
な
く
て
、
い
わ
ゆ
る
設
立
中
の
会
社
で
あ
っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
設
立
中
の
会
社
に
お
い
て
は
、
た
と
え
創
立

総
会
に
お
い
て
取
締
役
が
選
任
さ
れ
た
後
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
執
行
機
関

は
依
然
と
し
て
発
起
人
で
あ
っ
て
、
取
締
役
な
い
し
代
表
取
締
役
が
設
立

中
の
会
社
を
代
表
し
て
法
律
行
為
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
す

べ
き
で
あ
る
か
ら
、
A
が
狛
会
社
の
代
表
取
締
役
と
し
て
X
に
本
件
手
形

取
引
約
定
書
を
差
し
入
れ
ぐ
X
と
本
件
手
形
取
引
契
約
を
締
結
し
た
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
の
法
律
効
果
が
設
立
中
の
会
社
に
帰
属
す
る
こ
と
は
な
く
、

ま
た
、
そ
の
後
設
立
登
記
が
な
さ
れ
て
㌔
会
社
が
設
立
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
当
然
に
A
の
前
記
の
行
為
が
積
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
い
う
こ
と

も
で
き
な
い
。
」

二
　
「
な
お
、
前
示
の
と
お
り
、
A
は
積
会
社
の
発
起
人
の
一
人
で
あ
る

か
ら
、
同
人
が
Y
会
社
の
発
起
人
と
し
て
本
件
手
形
取
引
約
定
書
を
X
に

差
し
入
れ
て
本
件
手
形
取
引
契
約
を
締
結
し
た
と
解
す
る
余
地
も
な
い
で

は
な
い
が
、
本
件
手
形
取
引
契
約
の
締
結
は
い
わ
ゆ
る
開
業
準
備
行
為
に

当
た
る
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
株
式
会
社
の
発
起
人
は
、
法
定
の
要

件
を
満
た
し
た
財
産
引
受
け
を
除
い
て
開
業
準
備
行
為
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
本
件
手
形
取
引
契
約
の
締
結
が
右
財

産
引
受
け
に
当
た
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
仮
に
A
が
㌔
会

社
の
発
起
人
と
し
て
本
件
手
形
取
引
約
定
書
を
X
に
差
し
入
れ
て
本
件
手

形
取
引
契
約
を
締
結
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
法
律
効
果
が
狛
会
社
に
及
ぶ

余
地
は
な
い
。
」

〔
研
　
究
〕

　
判
決
の
結
論
に
疑
問
が
あ
り
、
判
旨
二
に
は
同
意
で
き
る
が
、
一
に
つ

い
て
は
反
対
す
る
。

一
　
会
社
は
会
社
の
本
店
所
在
地
に
お
い
て
設
立
登
記
（
商
法
一
八
八
条
）

を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
（
商
法
五
七
条
）
、
そ
れ
に
よ
り
法
人
格

を
得
る
に
い
た
る
が
、
そ
の
一
事
を
も
っ
て
会
社
は
突
然
発
生
す
る
の
で
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は
な
く
、
会
社
が
活
動
に
入
る
た
め
の
組
織
が
十
分
に
整
備
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
実
体
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
法
は
、
こ
の
実
体

の
形
成
を
意
義
あ
る
も
の
と
す
る
べ
く
厳
重
な
設
立
手
続
を
定
め
、
そ
の

手
続
を
遵
守
さ
え
す
れ
ば
会
社
の
設
立
を
認
め
る
こ
と
に
し
て
い
る
（
準

則
主
義
）
。
会
社
の
構
成
が
簡
単
で
あ
る
合
名
会
社
・
合
資
会
社
と
異
な

り
、
特
に
株
式
会
社
の
設
立
手
続
は
複
雑
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
会
社
の

根
本
規
則
た
る
定
款
の
作
成
に
始
ま
り
（
商
法
工
ハ
五
条
）
、
将
来
の
会

社
構
成
員
・
す
な
わ
ち
株
主
と
な
る
べ
き
者
の
確
定
（
発
起
人
お
よ
び
株

式
引
受
人
の
株
式
の
引
受
・
割
当
）
、
出
資
の
履
行
、
機
関
の
選
任
を
行

う
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
一
挙
に
会
社
の
実
体
が
完
成
す
る
の
で
は

な
く
、
↓
定
の
時
間
を
必
要
と
し
、
徐
々
に
そ
れ
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ

と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
発
起
人
は
株
式
を
引
受
け
る

と
共
に
そ
の
設
立
事
務
を
と
り
行
い
、
そ
の
活
動
は
実
体
の
形
成
に
不
可

欠
な
も
の
か
ら
、
法
的
に
あ
る
い
は
経
済
的
に
設
立
に
必
要
な
も
の
に
及

び
、
さ
ら
に
会
社
が
営
業
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
必
要
な
行
為
（
開
業
準

備
行
為
）
や
営
業
行
為
を
行
う
場
合
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

れ
ら
の
行
為
の
効
力
が
成
立
後
の
会
社
に
帰
属
す
る
か
は
、
問
題
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
物
的
会
社
た
る
株
式
会
社
の
場
合
に
は
、
せ
っ
か
く
成
立
し

た
会
社
の
財
産
が
、
成
立
前
の
発
起
人
の
行
為
に
よ
っ
て
侵
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
反
面
、
設
立
中
に
行
っ
た
行
為
の
相
手
方
の
保
護
も
ど
の
程
度
認

め
ら
れ
る
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
件
で
は
、
発
起
人
が
創
立
総
会
に
お
い
て
取
締
役
に
選
任
さ
れ
、
会

社
の
実
体
も
す
べ
て
整
っ
た
会
社
登
記
の
わ
ず
か
六
日
前
に
な
さ
れ
た
手

形
取
引
契
約
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
会
社
の
成
立
は
会
社
の
登
記
以

後
で
あ
る
と
の
見
解
に
こ
だ
わ
れ
ば
、
成
立
後
の
会
社
に
対
し
そ
の
効
力

を
主
張
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
形
式
よ
り
も

実
体
を
考
慮
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
考
え
る
余
地
が
な
い
と
も
言
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
発
起
人
兼
取
締
役
の
行
っ
た
契
約
の
会
社
に
及
ぼ
す

効
果
に
つ
い
て
、
順
序
は
判
決
と
逆
に
な
る
が
、
ま
ず
発
起
人
は
手
形
取

引
行
為
を
締
結
で
き
る
権
限
を
有
す
る
か
を
検
討
し
た
後
、
創
立
総
会
に

お
い
て
選
任
さ
れ
た
取
締
役
は
ど
う
か
を
検
討
す
る
。

二
　
ま
ず
、
会
社
設
立
中
に
発
起
人
の
行
っ
た
行
為
の
効
果
が
ど
の
よ
う

に
設
立
後
の
会
社
に
帰
属
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
過
去
さ
ま
ざ
ま
な
説
明

が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
発
起
人
の
地
位
を
個
人
法
的

に
捕
ら
え
る
立
場
か
ら
は
、
発
起
人
が
契
約
に
よ
り
取
得
し
た
権
利
義
務

に
つ
い
て
意
思
表
示
あ
る
い
は
法
律
に
よ
る
譲
渡
が
あ
る
も
の
と
す
る
承

継
説
、
発
起
人
を
成
立
し
て
い
な
い
会
社
の
代
理
人
ま
た
は
事
務
管
理
者

と
解
す
る
代
理
説
ま
た
は
事
務
管
理
説
、
発
起
人
を
設
立
し
て
い
な
い
会

社
の
た
め
に
す
る
契
約
を
締
結
す
る
も
の
と
解
す
る
第
三
者
の
た
め
に
す

る
契
約
説
、
発
起
人
の
行
為
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
権
利
義
務
は
会
社
成

立
と
同
時
に
当
然
に
会
社
が
取
得
す
る
と
す
る
法
律
上
当
然
取
得
説
な
ど

で
あ
る
（
石
井
編
・
註
解
株
式
会
社
法
第
一
巻
一
六
一
頁
以
下
）
。
こ
れ

に
対
し
て
、
ド
イ
ッ
で
も
わ
が
国
で
も
通
説
で
あ
る
と
こ
ろ
の
同
一
性
説

は
、
問
題
を
団
体
法
的
に
考
察
し
、
設
立
中
の
会
社
は
漸
次
設
立
の
た
め

の
準
備
を
進
め
会
社
の
完
成
へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
発
展
的
状

況
の
下
で
生
成
し
つ
つ
あ
る
会
社
の
前
身
を
「
設
立
中
の
会
社
」
と
い
う
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概
念
を
も
っ
て
捕
ら
え
、
こ
れ
は
社
会
学
的
に
は
実
在
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
が
、
反
面
、
法
律
的
に
は
権
利
能
力
を
有
し
な
い
社
団
で
あ
る
た

め
に
設
立
中
の
会
社
の
執
行
機
関
た
る
発
起
人
の
行
っ
た
行
為
の
効
果
は

形
式
的
に
は
発
起
人
に
帰
属
す
る
が
、
設
立
中
の
会
社
と
成
立
後
の
会
社

は
実
質
的
に
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
会
社
成
立
と
共
に
そ
の
↓

切
が
会
社
に
帰
属
し
、
そ
の
た
め
に
は
特
別
の
移
転
行
為
を
必
要
と
し
な

い
と
説
明
す
る
（
田
中
（
耕
）
・
「
発
起
人
責
任
論
」
合
名
会
社
社
員
責
任
論

三
六
八
頁
以
下
）
。
判
例
は
、
第
三
者
の
た
め
に
す
る
契
約
説
か
ら
法
律

上
当
然
取
得
説
を
経
て
、
同
一
性
説
を
容
認
し
て
い
る
（
最
判
昭
和
三
六
・

九
・
↓
五
民
集
一
五
巻
八
号
二
一
五
四
頁
。
最
判
昭
和
四
二
・
九
・
二
六

民
集
二
一
巻
七
号
一
八
七
〇
頁
。
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
↓
性
説
に
よ
れ

ば
、
会
社
が
成
立
す
る
通
常
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
そ
の
た
め
の
説
明
が

容
易
で
あ
る
が
、
会
社
が
不
成
立
の
場
合
に
は
必
ず
し
も
そ
の
法
律
関
係

を
簡
明
に
説
明
し
得
な
い
と
か
（
石
井
編
・
前
掲
書
一
六
三
頁
。
大
野
直

治
・
「
会
社
不
成
立
の
場
合
に
お
け
る
発
起
人
の
責
任
」
埼
玉
大
学
社
会
科

学
論
集
一
九
号
六
四
頁
以
下
。
）
、
権
利
能
力
な
き
社
団
で
あ
る
設
立
中
の

会
社
に
つ
い
て
権
利
・
義
務
が
実
質
的
に
帰
属
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、

そ
の
権
利
義
務
が
成
立
後
の
会
社
に
帰
属
す
る
と
い
う
効
果
を
説
明
す
る

た
め
の
方
法
に
過
ぎ
な
い
と
か
（
松
岡
・
「
設
立
中
の
会
社
の
権
利
能
力
」

私
法
一
〇
号
四
〇
頁
。
倉
沢
・
「
発
起
人
の
損
害
賠
償
責
任
に
つ
い
て
」
会

社
法
の
論
理
三
六
頁
。
）
の
批
判
も
な
さ
れ
て
お
り
、
会
社
の
設
立
行
為
は

発
起
人
自
身
を
法
主
体
と
し
て
そ
の
責
任
の
下
に
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
る

と
す
る
説
（
西
本
（
辰
）
・
株
式
会
社
発
起
人
論
一
二
一
頁
。
こ
の
考
え
方

を
継
承
す
る
も
の
と
し
て
、
津
田
・
会
社
法
の
大
意
上
一
二
〇
頁
、
高
鳥
・

「
会
社
設
立
行
為
の
法
律
構
成
」
会
社
法
の
諸
問
題
［
増
補
版
］
九
四
頁
、

倉
沢
・
前
掲
書
三
八
頁
、
大
賀
・
株
式
会
社
設
立
の
法
理
三
二
二
頁
等
が

あ
る
。
）
も
存
在
す
る
し
、
ま
た
、
逆
に
、
設
立
中
の
会
社
の
成
立
後
の

会
社
と
同
一
性
の
認
識
を
更
に
強
め
て
、
設
立
中
の
会
社
を
い
わ
ば
胎
児

と
同
様
に
限
定
的
権
利
能
力
あ
る
社
団
で
あ
る
と
解
し
な
け
れ
ば
・
設
立

過
程
に
お
い
て
生
じ
た
発
起
人
の
権
利
義
務
が
当
然
に
成
立
し
た
会
社
の

も
の
に
な
る
こ
と
を
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
見
解
も

あ
る
（
松
岡
・
前
掲
四
二
頁
。
平
出
・
株
式
会
社
の
設
立
八
九
頁
。
）
。
だ

が
、
資
本
充
実
を
第
↓
目
的
と
す
る
厳
重
な
規
定
を
有
す
る
現
行
法
の
枠

組
み
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
設
立
中
の
会
社
に
限
定
的
と
は
い
え
、
権
利
能

力
を
認
め
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
大
隅
・
「
株
式
会
社

の
設
立
と
権
利
義
務
の
帰
属
」
商
事
法
研
究
（
上
）
一
四
五
頁
）
。

三
　
し
か
し
な
が
ら
、
設
立
中
の
会
社
と
成
立
後
の
会
社
の
実
質
的
同
一

性
を
強
調
す
る
同
一
性
説
て
あ
っ
て
も
、
発
起
人
の
行
う
行
為
の
効
果
が

す
べ
て
成
立
後
の
会
社
に
帰
属
す
る
と
は
考
え
て
は
い
な
い
。
設
立
に
お

け
る
発
起
人
の
権
限
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
学
説
が
分
か
れ
、
法
定
の
会

社
の
形
成
・
設
立
そ
れ
自
体
を
直
接
の
目
的
と
す
る
行
為
1
す
な
わ
ち
、

定
款
の
作
成
、
株
式
の
引
受
お
よ
び
払
込
に
関
す
る
行
為
ー
の
み
と
す

る
説
（
第
一
説
）
、
会
社
の
設
立
に
関
し
て
経
済
上
法
律
上
必
要
な
行
為

ー
す
な
わ
ち
株
式
申
込
証
の
印
刷
、
事
務
所
の
借
り
入
れ
、
事
務
員
の

雇
用
、
文
房
具
・
備
品
の
購
入
　
　
は
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
説

（
第
二
説
）
、
一
般
的
に
開
業
準
備
行
為
は
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
説
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（
第
三
説
）
、
お
よ
そ
す
べ
て
の
行
為
を
な
し
得
る
と
す
る
説
（
第
四
説
）

が
あ
る
。
更
に
、
財
産
引
受
に
関
し
て
は
、
商
法
は
一
六
八
条
一
項
六
号

に
規
定
を
設
け
、
い
わ
ゆ
る
変
態
設
立
事
項
と
し
て
、
定
款
に
記
載
し
な

け
れ
ば
有
効
に
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
第
一
説
お
よ
び
第
二

説
に
お
い
て
は
、
原
則
的
に
は
発
起
人
が
な
し
得
な
い
行
為
を
会
社
設
立

の
便
宜
の
面
か
ら
特
別
に
厳
格
な
要
件
の
下
に
認
め
た
も
の
と
解
す
る
の

に
対
し
て
、
第
三
説
・
第
四
説
は
、
本
来
発
起
人
が
な
し
得
る
行
為
を
特

に
濫
用
の
恐
れ
が
強
い
こ
と
を
考
慮
し
て
特
に
規
定
を
置
く
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
説
・
第
二
説
と
第
三
説
・
第
四
説
は
、
開
業
準
備
行
為

の
一
分
野
で
あ
る
と
こ
ろ
の
財
産
引
受
を
、
原
則
無
効
と
考
え
る
の
か
、

ま
た
は
原
則
有
効
と
考
え
る
の
か
で
、
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
財
産
引
受
の
範
囲
は
、
原
則
無
効
と
解
さ
れ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
厳
格
に
限
定
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
原
則
有
効
と
さ
れ

る
場
合
に
は
、
財
産
引
受
に
よ
り
会
社
に
及
ぶ
財
産
的
危
険
性
は
他
の
開

業
準
備
行
為
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
危
険
が
存
す
る
か
ぎ
り
財

産
引
受
の
規
定
は
類
推
適
用
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
判
例
は
、

会
社
設
立
に
必
要
な
行
為
に
属
さ
な
い
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
、
か
か

る
行
為
は
無
効
と
解
し
（
最
判
昭
和
三
三
・
一
〇
・
二
四
民
集
一
二
巻
一

四
号
三
二
二
八
頁
。
最
判
昭
和
三
八
・
二
丁
二
四
民
集
一
七
巻
二
一
号

一
七
四
四
頁
。
前
掲
最
判
昭
和
四
二
・
九
・
二
六
。
）
、
ま
た
、
定
款
に
記

載
の
な
い
財
産
引
受
行
為
も
同
様
と
し
て
お
り
（
最
判
昭
和
二
八
・
二
丁

三
民
集
七
巻
一
二
号
一
二
九
九
頁
。
前
掲
最
判
昭
和
三
六
・
九
・
一
五
。

最
判
昭
和
三
六
・
一
〇
・
一
七
判
時
二
七
七
号
二
九
頁
。
前
掲
最
判
昭
和

三
八
・
二
丁
二
四
。
）
、
第
二
説
の
立
つ
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
当

該
判
例
も
同
様
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
件
を
判
断
す
る
と
、
締
結
し
た
手
形
取
引
行
為
は
、

開
業
後
の
会
社
資
金
の
借
受
け
を
前
提
と
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
上
述
の

開
業
準
備
行
為
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
設
立
中
の
会
社
に
お
い
て

も
発
起
人
の
権
限
の
範
囲
は
あ
く
ま
で
も
設
立
に
関
連
の
あ
る
事
項
に
限

定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
、
学
説
多
数
説
あ
る
い
は
判
例
（
当
該

判
例
も
含
め
て
）
の
立
場
は
妥
当
で
あ
る
と
解
す
る
に
足
り
る
の
で
あ
り
、

ま
た
会
社
の
資
本
充
実
の
観
点
か
ら
も
、
会
社
成
立
前
の
発
起
人
の
開
業

準
備
行
為
に
よ
っ
て
、
成
立
後
の
会
社
に
効
力
を
及
ぼ
さ
せ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
（
倉
沢
・
会
社
判
例
の
基
礎
三
一
頁
）
。

　
ま
た
、
開
業
準
備
行
為
に
つ
い
て
は
、
無
権
限
で
あ
る
発
起
人
が
行
為

を
行
っ
た
と
し
て
、
す
な
わ
ち
無
権
代
理
の
規
定
（
民
法
三
三
条
以
下
）

を
類
推
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
民
法
一
一
七
条
に
よ
り
発
起
人
に
相
手

方
の
選
択
に
よ
り
履
行
責
任
あ
る
い
は
損
害
賠
償
責
任
を
生
ず
る
と
す
る

見
解
が
多
数
説
で
あ
り
、
判
例
も
同
様
で
あ
る
が
（
前
掲
最
判
昭
和
三
三
・

一
〇
・
二
四
）
、
他
方
民
法
二
六
条
を
類
推
し
て
こ
れ
を
後
に
会
社
が

追
認
し
う
る
か
に
関
し
て
は
、
判
例
は
こ
れ
を
絶
対
無
効
と
し
て
、
成
立

後
の
会
社
に
よ
る
追
認
を
認
め
な
い
（
前
掲
最
判
昭
和
二
八
・
二
丁
三
。

前
掲
最
判
昭
和
四
二
・
九
・
二
六
。
最
判
昭
和
六
一
・
九
・
一
・
一
判
時

一
一
二
五
号
一
二
五
頁
。
）
。
こ
れ
に
対
し
て
学
説
は
二
に
わ
か
れ
、
開
業

準
備
行
為
は
設
立
中
の
会
社
の
実
質
的
権
利
能
力
の
範
囲
外
で
あ
る
こ
と
、

あ
る
い
は
発
起
人
の
権
限
の
範
囲
は
社
団
の
形
成
に
必
要
な
行
為
に
限
ら
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れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
追
認
を
許
す
と
財
産
引
受
を
厳
格
な
手
続
き
に
服

さ
せ
て
い
る
意
義
が
没
却
さ
れ
る
等
の
理
由
に
よ
り
、
追
認
を
否
定
す
る

説
も
あ
る
が
、
開
業
準
備
行
為
は
実
質
的
に
は
設
立
中
の
会
社
の
権
利
能

力
外
の
行
為
で
は
な
く
、
設
立
中
の
機
関
で
あ
る
発
起
人
の
権
限
外
の
行

為
に
他
な
ら
な
い
と
し
て
追
認
を
肯
定
す
る
説
（
北
沢
・
「
設
立
中
の
会

社
」
株
式
会
社
法
講
座
第
一
巻
二
五
四
頁
）
が
あ
る
。
ま
た
、
開
業
準
備

行
為
一
般
と
財
産
引
受
と
を
峻
別
し
、
開
業
準
備
行
為
一
般
に
つ
い
て
は

無
権
代
理
行
為
と
解
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
財
産
引
受
規
制
の
目
的
を
会

社
な
い
し
株
主
の
保
護
と
い
う
よ
り
は
会
社
債
権
者
の
保
護
の
要
請
に
基

づ
く
も
の
と
し
て
無
効
を
治
癒
で
き
な
い
と
解
す
る
見
解
も
あ
る
（
実
方
・

「
設
立
中
に
お
け
る
開
業
準
備
行
為
」
商
法
演
習
－
六
頁
以
下
）
。
本
件
の

評
釈
で
あ
る
橡
川
・
法
学
新
報
九
六
巻
三
H
四
号
四
〇
一
頁
は
、
貸
付
は

手
形
取
引
契
約
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
㌔
は
す
で

に
利
益
を
得
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
㌔
が
な
ん
ら
異
議
を
と
め
ず
に
こ
の

貸
付
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
、
絶
対
無
効
説
で
は
信
義
則
上
手
形
契
約
の

無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
ま
た
追
認
可
能
説
で
も
法
定

追
認
が
生
じ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
大
山
・
金
融
商
事
八

二
二
号
四
九
頁
も
、
貸
金
契
約
が
締
結
さ
れ
れ
ば
そ
こ
に
新
た
な
手
形
取

引
契
約
を
締
結
す
る
の
と
同
様
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
追
認
が
含
ま
れ

て
い
る
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
本
判
決
は
控
訴
さ
れ

て
い
て
（
東
京
高
判
平
成
元
・
五
・
二
三
金
融
法
務
一
二
五
一
一
号
一
西
頁
）
、

裁
判
所
は
当
該
判
決
の
結
論
を
繰
り
返
し
、
成
立
後
の
会
社
に
よ
る
追
認

が
な
さ
れ
て
た
と
し
て
も
そ
の
効
力
が
生
ず
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
し
た
上
で
、
「
被
控
訴
会
社
は
、
本
件
手
形
取
引
締
結
と
同
日
に
控
訴

人
か
ら
五
〇
〇
〇
万
円
を
借
受
け
、
設
立
後
に
お
い
て
、
本
件
手
形
取

引
契
約
の
約
定
に
基
づ
き
控
訴
人
が
指
定
し
た
利
率
に
よ
る
利
息
に
支
払

を
継
続
し
、
こ
の
元
利
金
を
返
済
し
た
後
、
さ
ら
に
、
本
件
手
形
取
引
契

約
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
控
訴
人
か
ら
本
件
貸
金
を
借
受
け
、
こ
れ
に

つ
い
て
本
件
手
形
取
引
契
約
の
約
定
に
基
づ
き
控
訴
人
が
指
定
し
た
利
率

に
よ
る
利
息
（
弁
済
期
経
過
後
は
損
害
金
）
の
支
払
を
継
続
し
て
い
た
の

で
あ
る
か
ら
、
控
訴
人
と
被
控
訴
人
は
、
被
控
訴
会
社
の
設
立
後
遅
く
と

も
本
件
貸
付
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
新
た
に
本
件
手
形
取
引
契
約
を

黙
示
的
に
締
結
し
た
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
貸
金
に
つ
い

て
本
件
手
形
取
引
契
約
で
定
め
ら
れ
た
遅
延
損
害
金
に
関
す
る
約
定
が
適

用
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
控
訴
人
に
貸
金
二
億
円
及

び
こ
れ
に
対
す
る
約
定
利
息
一
〇
〇
円
に
つ
き
日
歩
八
銭
の
割
合
に
よ
る

遅
延
損
害
金
を
支
払
う
べ
き
義
務
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る

（
森
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
二
〇
号
九
八
頁
は
、
金
額
の
大
き
い
消
費
貸
借

契
約
で
は
重
要
な
契
約
内
容
で
あ
る
と
こ
ろ
の
利
息
の
約
定
が
な
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
か
ら
、
手
形
取
引
契
約
の
約
定
利
率
に
よ
る
合
意
が
存
し
て

い
た
と
合
意
内
容
を
解
釈
で
き
な
い
か
と
主
張
さ
れ
る
。
）
。
控
訴
審
判
決

が
従
前
の
判
例
に
追
認
を
否
定
し
な
が
ら
、
黙
示
の
契
約
を
安
易
に
認
定

す
る
こ
と
は
、
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
発
起
人
が
機
関

で
あ
る
場
合
の
設
立
中
の
会
社
は
い
ま
だ
人
的
・
物
的
両
面
に
お
い
て
未

成
熟
で
あ
り
、
清
算
中
の
会
社
も
清
算
目
的
の
範
囲
内
で
権
利
能
力
を
有

す
る
と
解
さ
れ
る
の
が
通
説
で
あ
る
の
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
て
（
中
西
・
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新
注
会
㈲
二
六
〇
頁
）
、
設
立
中
の
会
社
に
お
い
て
も
そ
の
能
力
は
実
質

的
に
も
設
立
に
必
要
な
行
為
の
域
を
出
ず
、
無
権
代
理
に
お
け
る
追
認
の

規
定
を
類
推
す
る
前
提
を
欠
く
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
結

論
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
別
の
理
論
構
成
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

四
　
当
該
判
決
は
、
設
立
総
会
で
選
任
さ
れ
た
取
締
役
は
会
社
の
設
立
ま

で
は
執
行
機
関
た
る
地
位
を
有
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
行
っ
た
行
為
の

効
果
は
成
立
後
の
会
社
に
及
ば
な
い
と
す
る
。
通
説
の
見
解
も
こ
の
段
階

で
は
取
締
役
は
監
査
機
関
に
過
ぎ
ず
、
発
起
人
の
み
が
会
社
の
執
行
機
関

で
あ
り
続
け
る
と
解
し
、
こ
れ
に
同
意
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
す

で
に
設
立
に
際
し
て
発
行
す
る
株
式
全
部
に
つ
き
引
受
人
が
確
定
し
そ
の

総
意
に
よ
っ
て
取
締
役
が
選
任
さ
れ
た
以
上
、
爾
後
こ
の
取
締
役
が
発
起

人
に
代
わ
っ
て
設
立
中
の
会
社
の
機
関
と
な
る
と
す
る
説
が
存
す
る
（
大

隅
H
今
井
・
会
社
法
論
上
巻
（
第
三
版
と
二
六
頁
。
大
隅
・
前
掲
書
一

五
一
頁
。
大
森
・
「
会
社
の
設
立
」
株
式
会
社
法
講
座
第
一
巻
一
七
八
頁
。

平
出
・
前
掲
書
八
三
頁
。
同
・
「
株
式
会
社
不
成
立
の
場
合
に
お
け
る
発

起
人
の
責
任
（
二
）
」
北
法
二
一
巻
三
号
三
七
二
頁
。
）
。
後
者
少
数
説
は
、

発
起
設
立
の
場
合
に
お
け
る
検
査
役
の
選
任
請
求
（
商
法
一
七
三
条
一
項
）
、

募
集
設
立
の
場
合
に
お
け
る
調
査
・
報
告
（
商
法
一
八
四
条
・
平
成
二
年

改
正
に
よ
り
発
起
設
立
の
場
合
に
も
取
締
役
・
監
査
役
が
調
査
に
あ
た
る

場
合
が
あ
る
　
　
商
法
一
七
三
条
ノ
ニ
）
、
設
立
登
記
の
申
請
（
旧
・
非

訟
事
件
手
続
法
一
八
七
条
、
現
・
商
業
登
記
法
九
二
条
、
五
五
条
一
項
は

代
表
取
締
役
が
申
請
す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
）
等
の
規
定
が
取
締
役
を

執
行
機
関
と
し
て
予
定
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
挙
げ
る
。
通
説
を

支
持
す
る
立
場
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
す
る
ド
イ
ッ
に
お
い
て

は
、
発
起
人
の
責
任
を
追
及
す
る
規
定
に
あ
わ
せ
て
取
締
役
に
も
責
任
を

負
担
さ
せ
る
規
定
が
存
す
る
の
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
取
締
役
の
権
限
濫

用
に
対
し
て
歯
止
め
の
制
度
を
有
し
な
い
関
係
か
ら
、
こ
れ
に
反
対
が
あ

る
（
北
沢
・
「
設
立
中
の
会
社
」
株
式
会
社
法
講
座
第
一
巻
二
四
四
頁
注

一
九
。
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
取
締
役
の
権
限
濫
用
の
問
題
に
関
し
て
は
、

成
立
後
の
会
社
に
関
し
て
も
起
こ
り
得
る
問
題
で
あ
り
、
成
立
前
に
特
有

の
問
題
で
は
な
い
と
の
再
批
判
が
あ
る
（
平
出
・
前
掲
北
法
三
七
三
頁
）
。

け
だ
し
、
取
締
役
が
選
任
さ
れ
る
時
期
に
お
い
て
は
、
引
受
人
が
確
定
す

る
の
み
で
な
く
、
引
受
総
額
の
支
払
い
も
行
わ
れ
、
ま
た
創
立
総
会
に
お

い
て
取
締
役
の
選
任
も
行
わ
れ
て
、
物
的
・
人
的
両
面
で
会
社
の
実
体
が

整
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
設
立
前
と
は
い
え
、
設
立
直
前
の
段
階
に

お
け
る
設
立
中
の
会
社
は
実
質
的
権
利
能
力
を
有
し
、
そ
れ
以
前
に
比
し

て
な
し
う
る
行
為
は
広
が
っ
て
い
る
と
解
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
考
え

ら
れ
る
（
服
部
・
株
式
の
本
質
と
会
社
の
能
力
一
八
九
頁
以
下
は
同
様
の

見
解
で
あ
る
が
、
一
切
の
行
為
を
そ
の
機
関
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き

る
と
す
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
）
。
そ
し
て
、
そ
の
際
発
起
人
に
取
っ
て

代
わ
っ
た
執
行
機
関
と
し
て
の
取
締
役
の
権
限
は
、
設
立
中
の
会
社
の
性

質
か
ら
営
業
行
為
は
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ
れ
を
除
い
た
す
べ
て

の
行
為
に
及
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
（
平
出
・
前
掲
書
八
四
頁
、
同
・

前
掲
北
法
一
二
七
二
頁
以
下
は
前
述
の
よ
う
に
設
立
巾
の
会
社
に
権
利
能
力

を
認
め
る
見
解
で
あ
る
が
、
私
見
も
会
社
の
実
体
が
整
っ
た
段
階
で
は
、

こ
れ
と
結
果
に
お
い
て
は
同
様
の
こ
と
を
認
め
る
）
。
し
た
か
っ
て
、
当
該
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手
形
取
引
契
約
の
よ
う
な
開
業
準
備
行
為
で
あ
っ
て
も
代
表
取
締
役
は
有

効
に
そ
の
行
為
を
な
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
実
体
的
に
組
織
の
整
っ
た
会

社
に
お
い
て
取
締
役
の
行
っ
た
会
社
の
成
立
前
後
に
ま
た
が
る
一
方
を
他

方
の
前
提
と
し
て
な
さ
れ
た
一
連
の
契
約
を
有
効
に
解
し
う
る
と
考
え
る

こ
と
で
、
取
引
の
相
手
方
を
保
護
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
当
該
判
例
に
関
す
る
評
釈
に
は
、
大
山
俊
彦
・
前
掲
四
五
頁
以

下
、
森
・
前
掲
九
八
頁
、
橡
川
泰
史
・
前
掲
三
八
九
頁
以
下
、
当
該
判
例

を
取
り
扱
っ
た
論
稿
と
し
て
、
野
口
恵
三
・
N
B
L
四
二
五
号
四
〇
頁
以

下
が
あ
る
。
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